
千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
H27決算額

（単位：千円）
H28実施計画 担当課・班

第１章 第1節
　県設定区域

教育・保育の充実
と子育て家庭の支
援

第2節
　教育・保育の提供体制の確保

第３節
　認可・認定に関する受給調整

第４節
　教育・保育の一体的な提供とそ
の推進

１　認定こども園の普及 67 認定こども園の認定・認可に関して、市町村や事
業者からの相談に応じ、技術的助言や指導を
行った。

認定こども園の認定・認可に関して、市町村や事
業者からの相談に応じ、技術的助言や指導を引
き続き行う。

子育て支援課

２　認定こども園・幼稚園・保育所
と小学校等との連携
　（１）教育・保育施設と小学校の
連携

67 ・各市町村教育委員会による取組状況のアン
ケート調査を実施
　教育課程等の連携が進んでいる市町村数　８
市町村

【平成２８年度新規事業】「幼児教育の推進体制
構築事業」
・アプローチカリキュラム・スタートカリキュラム千
葉県モデル作成準備

教育庁指導課

　（２）地域型保育事業と教育・保
育施設の連携

67

第５節
　人材の確保と資質の向上

１　特定教育・保育等を行う者の
見込み数

69

２　研修の実施
　（１）幼稚園教諭等に対する研
修

70 ○研修事業（総合教育セ
ンター）
○幼稚園教育理解推進
事業（都道府県協議会）

・幼稚園等初任者研修
・１０年経験者研修
・保育技術協議会
・園長等運営管理協議会

・幼稚園等初任者研修（年10回・158名）
・１０年経験者研修（年2回・名）
・保育技術協議会（年2回・108名）
・園長等運営管理協議会（年2回・60名）

・初　199
・10年　124
・保育・園長等
　　138（国費）

・幼稚園等初任者研修
・１０年経験者研修
・保育技術協議会
・園長等運営管理協議会

教育庁指導課

　（２）保育士等に対する研修 71 保育所保育士等研修事
業

保育所保育士等に対して必要な知識・技術の習
得を図るため、各種研修を実施する。

○階層別研修
・保育所長研修会(1回、183人)
・主任保育士研修会(1回、100人）
・中堅保育士研修会（1回、124人）
・初級保育士研修会（1回、158人）
○専門分野別研修
・乳児保育・健康管理研修会（1回、173人）
・障害児保育担当者研修会（１回、109人）
・病児・病後児保育研修会（1回、58人）
・アレルギー研修会（1回、157人）
・子育て支援事業研修（1回、100人）
・新しい保育制度に関する研修会（1回、117人）

4,000 ○階層別研修
・保育所長研修会(1回以上)
・主任保育士研修会(1回以上）
・中堅保育士研修会(1回以上）
・初級保育士研修会(1回以上）
○専門分野別研修
・乳児保育・健康管理研修会(1回以上）
・障害児保育担当者研修会(1回以上）
・病児・病後児保育研修会(1回以上）
・アレルギー研修会(1回以上）
・子育て支援事業研修(1回以上）
・新しい保育制度に関する研修会(1回以上）

子育て支援課

　（３）共通の研修 72 ○研修事業（総合教育セ
ンター）
○幼稚園教育理解推進
事業（都道府県協議会）
【再掲】

・幼稚園等初任者研修
・１０年経験者研修
・保育技術協議会
・園長等運営管理協議会

・幼稚園等初任者研修（年10回・158名）
・１０年経験者研修（年　回・名）
・保育技術協議会（年２回・１０８名）
・園長等運営管理協議会（年２回・６０名）

・初　199
・10年　124
・保育・園長等
　　138（国費）

・幼稚園等初任者研修
・１０年経験者研修
・保育技術協議会
・園長等運営管理協議会

教育庁指導課

資料３
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表
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保育士人材確保事業 保育士を確保するため、指定保育士養成施設の
学生や潜在保育士に対して就職促進ための研
修等を実施する。

・就職面談会(2回、169人)
・再就職支援講座(11回、170人)
・保育所見学会(6回、32人)
・就活ミニ講座(2回、23人)

1,160 ・潜在保育士の再就職支援のための研修の実
施
・合同面接会や就職説明会の実施
・保育所見学会の実施

【平成28年度新規事業】
○保育士養成施設に対する就職促進支援事業
・指定保育士養成施設の卒業生が保育所又は
認定こども園等に就職した人数が前年度比で増
加した場合、保育所等への就職促進に要した費
用を助成する。18施設の利用を計画。
○保育士修学資金等貸付事業
・保育士の資格取得を目指す学生への修学資
金や保育所等へ保育補助者の雇上げ費用、潜
在保育士への就職準備金や未就学児の保育料
を貸し付ける事業を実施。1月から募集開始。
○千葉県潜在保育士掘り起こし事業
千葉県の保育士登録者（約54,000人）に対し、就
業状況等の実態調査を行うとともに、ちば保育
士・保育所支援センターにおいて、個々のニーズ
を踏まえた就職支援を実施。

　（私立幼稚園関係団体での幼
稚園教諭に対する就職説明会）

72 一般社団法人
全千葉県私立幼稚園連
合会
就職説明会
（県の事業なし）

一般社団法人全千葉県私立幼稚園連合会が実
施する私立幼稚園就職希望者に対する就職説
明会
（県としては後援するとともに、県民だよりに開催
を掲載し支援している。）

○就職説明会１回開催
・各私立幼稚園の個別説明のためのブース参加
４９園
・ポスター参加６園

学事課

４　保育教諭についての特例制
度の周知

73 保育教諭確保のための
資格取得支援事業

保育士確保の一環として、県内の幼保連携型認
定こども園に従事している者の内、幼稚園教諭
免許状を有しており、保育士資格を有していない
者の保育士資格取得を支援することにより保育
教諭の増加を図る

・養成施設受講料（3名） 69 ・養成施設受講料（16名）
・代替保育士雇上（5名）

子育て支援課

５　国の施策の活用による人材
確保
　（１）保育士・保育所支援セン
ター

74 ちば保育士・保育所支援
センター運営事業

保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的
に確保するため、潜在保育士の就職や保育所
の潜在保育士活用支援等を行う「ちば保育士・
保育所支援センター」の運営を行う。

・保育士求人数（1,095件）
・求職者数（750名）
・公開求人件数（326件）
・就職件数（101件）

5,362
・保育所に関する保育士の募集状況の把握
・保育士の求職者情報の把握
・求職者ニーズに合った就職先の紹介・あっせん
・潜在保育士の活用に関する助言や相談

子育て支援課

　（２）処遇の改善 74 処遇改善等加算 保育などの提供に携わる人材の確保と、資質の
向上を図るため、職員の給与改善に取り組む私
立の施設に対し、運営費の加算を行う。

・認定施設数（624施設） ・市町村がとりまとめた加算率認定申請書に基
づき、加算率の認定を行う。

子育て支援課

第６節
　仕事と生活の調和の実現のた
めの働き方の見直し～ワーク・ラ
イフ・バランス（仕事と家庭の調
和）の推進～

１　企業の「仕事と子育ての両立
支援制度の充実」の促進

75

２　ワーク・ライフ・バランスの実
現に向けた「企業内の意識改革」
の促進

76

３　人材の養成と就業の促進 72 子育て支援課

多様な働き方普及推進
事業

多様な働き方を普及させるため、企業経営者等
の理解と取組みを促進する各種事業を実施す
る。

○普及啓発セミナー
・ワーク・ライフ・バランスセミナー IN 船橋市
（96人）
・女性の活躍推進セミナー（75人）
・職場のハラスメント防止セミナー（71人）
・ワーク・ライフ・バランスセミナー IN 千葉市
（77人）
○“社員いきいき！元気な会社”宣言企業の募
集
（30社、累計595社）
○「女性・シニア社員の活躍する企業」の好事例
紹介（6社）
○仕事と子育ての両立支援アドバイザーの派遣
（5社7回）

695 ○普及啓発セミナー
　企業の人事労務担当者等を対象とするセミ
ナー（4回）
○“社員いきいき！元気な会社”宣言企業の募
集
　子育て中の社員が働きやすい職場づくりに積
極的に取り組んでいる企業を募集し、県のホー
ムページ等で「“社員いきいき！元気な会社”宣
言企業」として紹介
○仕事と子育ての両立支援アドバイザーの派遣
　企業に対する指導や助言・講演等を行うため、
県が養成した両立支援アドバイザーを派遣（10
社10回）

雇用労働課
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
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資料３

第７節
　小学生の放課後対応の充実

子ども子育て支援交付金
（放課後児童健全育成事
業）

市町村が子ども・子育て支援事業計画に基づき
実施する放課後児童健全育成事業に係る運営
費を助成することにより、放課後児童対策の推
進を図る.

54市町村　1,140箇所に対する補助を実施。 1,762,727 54市町村　1,282箇所に対する補助

子ども子育て支援整備交
付金

市町村が子ども・子育て支援事業計画に基づく
放課後児童健全育成事業を実施するための施
設の整備を促進することにより、放課後児童対
策の推進を図る.

7市町　12箇所に対する補助を実施。 95,238 27箇所に対する補助

放課後児童支援員認定
資格研修

千葉県内の放課後児童健全育成事業に従事す
る放課後児童支援員として、必要な知識・技能
の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や
心構えを認識し、有資格者となるための研修とし
て、「放課後児童支援員認定資格研修事業」を
実施する。

1回120名の規模で3回研修を実施。
⇒修了者347名

2,425 1回120名の規模で10回研修を実施。

２　放課後子供教室推進事業 78 放課後子供教室推進事
業

子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）づ
くりのため、小学校の余裕教室等を活用し、地域
の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活
動、地域住民との交流活動等の取組を実施す
る。
本事業は、留守家庭児童を対象とする「放課後
児童健全育成事業」と一体的あるいは連携した
総合的な放課後対策（放課後子ども総合プラン）
として推進する。

①放課後子ども総合プラン指導スタッフ等研修
会８月実施：87名参加
(放課後児童クラブスタッフも参加）
②地域による学校支援活動推進委員会３回実
施
③事業実施28市町194校(174教室)へ事業の補
助

88,613 ①放課後子ども総合プラン指導スタッフ等研修
会９月実施
（放課後児童クラブスタッフも参加）
②地域による学校支援活動推進委員会３回実
施
③事業実施29市町217校(202教室）へ事業の補
助

教育庁生涯学習課

第２章 第1節
　子ども虐待防止対策の充実

１　児童相談所の体制の強化 79 児童虐待対応法律アドバ
イザー

高度な専門性と緊急性を必要とする児童虐待相
談に的確に対応するため、法律上の助言を受け
ることができる弁護士を虐待対応法律アドバイ
ザーとして登録する。

○県6児童相談所　計196回活用 3,411 ○県6児童相談所で随時案件発生時に活用予
定

児童家庭課

子どもに関する専
門的な知識及び技
術を要する支援

79 児童虐待対応専門委員 児童相談所の困難事例に対応できる専門性の
確保、施設内虐待の防止・家族関係支援等に係
る施設入所中の児童や家族、施設職員等に対し
ての助言及び支援を行うため、児童精神科医、
弁護士、臨床心理士、児童福祉司等を児童虐待
対応専門委員として登録する。

○県6児童相談所　計68回活用 1,840 ○県6児童相談所で随時案件発生時に活用予
定

児童家庭課

79 児童虐待対応協力医師 虐待を受けた（疑いのある）児童について高度な
専門性が求められる場合に、医師の診断や助言
等を受け児童相談所が専門性と客観性を確保
し、適切な対応が図られるよう法医学専門医、産
婦人科医、児童精神科医等を登録する。

○県6児童相談所　計42回活用 605 ○県6児童相談所で随時案件発生時に活用予
定

児童家庭課

80 子ども家庭110番 24時間・365日体制で児童虐待をはじめとする電
話相談に対応するため、中央児童相談所に電話
相談員を配置する。

○相談員7名を配置
○相談件数2599件（以下内訳）
・養護（虐待含）883件
・保健73件
・障害59件
・非行27件
・育成679件
・その他800件

16,886 ○相談員7名を配置 児童家庭課

80 児童相談所職員派遣研
修

児童相談所の体制強化を図るため、外部専門機
関の実施する各種研修等を受講する。

○全児相で計30名を派遣
・内訳：中央4、市川7、柏8、銚子5、東上総3、君
津3

480 全児相で約30名程度の派遣を予定。 児童家庭課

80 市町村等児童虐待相談
職員研修

市町村職員等の資質向上、児童虐待の防止及
び支援システムの構築を効率的に行うため、児
童虐待関係業務担当者を対象とする研修を実施
する。

○ＤＶ・児童虐待相談新任職員研修（Ⅰ部2回
216人,　Ⅱ部2回　181人）
○ＤＶ・児童虐待相談担当職員研修（2回　160
人）
○児童福祉司資格認定講習　（1回　33人）

812 ○ＤＶ・児童虐待相談新任職員研修（Ⅰ部2回 ,
Ⅱ部2回）
○ＤＶ・児童虐待相談担当職員研修（2回）
○児童福祉司資格認定講習　（1回）

児童家庭課

１　放課後児童健全育成事業の
推進

77 子育て支援課
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80 児童虐待防止対策担当
管理職研修

市町村の家庭等における暴力対策担当管理職
等を対象に、児童虐待防止対策の共通認識を
図るための会議の開催及び家庭内暴力の特
質、組織的対応のための留意事項、関係機関と
の連携のために必要な事項等についての研修
を実施する。

○児童虐待防止対策担当管理職研修(2回　135
人)

80 ○児童虐待防止対策担当管理職研修(2回) 児童家庭課

80 児童相談所支援システム
整備事業

児童虐待に迅速かつ的確に対応できるよう、児
童相談所支援システムの運用管理等を行う。

○運用保守　2,211
○社会保障・税番号制度の導入に必要なシステ
ムの改修　4,860

7,071 ○運用保守　2,176
○事務効率向上のための改修　756
○社会保障・税番号制度の導入に必要なシステ
ムの改修及びテスト対応　1,458

児童家庭課

２　市町村や関係機関との役割
分担、連携の推進

80 市町村児童虐待防止ネッ
トワーク機能強化事業

県内市町村が設置する児童虐待防止ネットワー
ク及び要保護児童対策地域協議会の機能強化
及びネットワークを設置する市町村の協議会へ
の移行を支援するため、専門的人材の確保が困
難な市町村に専門家を派遣する。

○6市2町　計8回派遣 252 ○年10回程度派遣予定 児童家庭課

80 市町村等児童虐待相談
職員研修【再掲】

市町村職員等の資質向上、児童虐待の防止及
び支援システムの構築を効率的に行うため、児
童虐待関係業務担当者を対象とする研修を実施
する。

児童家庭課

80 児童虐待防止医療ネット
ワーク事業

頭部外傷をはじめ、虐待を疑わせるような児童
の受診に対応するため、中核的な医療機関を中
心として、児童虐待対応のネットワーク作りや医
療従事者の教育等を行う。

○以下の4事業を実施
①中核的医療機関に1名のコーディネーター配
置
②地域医療機関への助言（計7件）
③医療保健従事者向け研修会
・2回、165名参加
④関係機関連携会議全体会
・4回、174名参加

4,234 ○以下の4事業を実施予定
①中核的医療機関に1名のコーディネーター配
置
②地域医療機関の助言
③医療保健従事者向け研修会
・2回以上
④関係機関連携会議全体会
・4回以上

児童家庭課

３　妊娠期からの養育支援に関
する相談・支援体制の整備

82 乳児家庭全戸訪問事業 生後4カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育
て支援に関する情報提供や養育環境等の把握
を行うために要する費用を支援する。

実施市町村数：41
家庭訪問件数：42,782

45,260 実施市町村数：41 児童家庭課

82 養育支援訪問事業 乳児家庭全戸訪問事業により把握した保護者の
養育を支援することが特に必要と判断される家
庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を
訪問し、養育に関する相談支援や育児・家事援
助等を行うために必要な費用を支援する。

実施市町村数：21
家庭訪問件数：3,705

10,911 実施市町村数：21 児童家庭課

82 市町村母子保健担当者
研修

市町村母子保健担当保健師等を対象に、虐待
に関する実践的研修を実施する。

・Ⅰ部(1回、39人)
・Ⅱ部(3回、62人)
・Ⅲ部(1回、32人)

234 ・Ⅰ部(1回、定員100人)
・Ⅱ部(3回、定員各回30人)
・Ⅲ部(2回、定員各回80人)

児童家庭課

４　子ども虐待による死亡事例等
の重大事例の検証

82 児童虐待死亡事例等検
証委員会

児童虐待死亡事例等の検証を行い、死亡事例
の再発防止や児童虐待の未然防止に向けた対
応策等を検討する。

児童虐待死亡事例等の検証を行い、死亡事例
の再発防止や児童虐待の未然防止に向けた対
応策等を検討した。
○【第１回】検証委員会

105 児童虐待死亡事例等の検証を行い、死亡事例
の再発防止や児童虐待の未然防止に向けた対
応策等を検討する。
○現地調査
○【第２回】検証委員会
○【第３回】検証委員会

児童家庭課

第2節
　社会的擁護体制の充実

１　家庭的擁護の推進 83 里親委託を推進する事業 里親制度に関する普及啓発を行うことにより、里
親希望者を里親登録へつなげる。また、里親へ
の委託を進めるとともに、里親の資質向上を図
るための研修、里親に対する相談援助、交流の
促進など、里親に対する支援を推進する。

○千葉県里親大会の開催（1回、109人）
○養育里親研修（新規認定・更新各２回、通算
399人）
○専門里親研修（新規認定・更新各１回、計9
人）
○里親委託推進・支援等事業（代表者・地区会
議各2回以上）
○里親等による相互交流（16回、481名）
○里親制度振興事業補助金（研修3回、保険130
名）
○里親対応専門員の配置（6名）

21,956 ○千葉県里親大会の開催（1回、100人）
○養育里親研修（新規認定・更新各２回、通算
460人）
○専門里親研修（新規認定・更新各１回、計12
人）
○里親委託推進・支援等事業（代表者・地区会
議各2回以上）
○里親等による相互交流
○里親制度振興事業補助金（保険160名）
○里親対応専門員の配置（6名）

児童家庭課

83 児童家庭支援センター運
営補助事業

地域の児童、家庭の福祉向上を図るため、児童
に関する家庭その他からの相談に必要な助言を
行うとともに、保護を要する児童等に対する指導
を行い、あわせて児童相談所等との連絡調整等
を総合的に行う児童家庭支援センターの運営を
補助する。

児童家庭支援センターで相談・指導等を実施し
た。（7か所、対応件数通算9,936件）

89,803 児童家庭支援センターで相談・指導等を実施す
る。（7か所）

児童家庭課
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
H27決算額

（単位：千円）
H28実施計画 担当課・班

資料３

84 次世代育成支援対策施
設整備交付金事業

児童福祉施設等の整備促進と入居者等の処遇
向上を図るため、国の交付金を活用して社会福
祉法人等が設置する児童福祉施設等の整備を
行う。

○現年分
　・情緒障害児短期治療施設　創設
　・東海学園　本園　改築（２年目）
○繰越分
　・国府台母子ホーム　増改築
　・東海学園　本園　改築（１年目）

現年分
336,393

繰越分
360,325

○乳児院緊急整備促進事業
　・（仮称）イーハトーブ　新設
　・（仮称）風の村乳児院　新設
○次世代育成支援対策施設整備交付金事業
　・恩寵園大規模修繕
　・晴香園大規模修繕
　・子山ホーム大規模修繕

児童家庭課

２　専門的ケアの充実及び人材
の確保・育成

84 児童養護施設等の職員
の資質向上のための研
修事業

施設種別、職種別に行われる研修への参加促
進や障害児施設や家庭的環境の下での個別的
な関係を重視したケアを実施している施設での
実践研修への参加により、児童に対するケアの
充実を図る。

○実施施設
・児童養護施設　１４施設　　（１６４人）
・乳児院　１施設　　（１８人）
・児童家庭支援センター　７施設　　（１８人）
・自立援助ホーム　１施設　　（３人）
・ファミリーホーム　２施設　　（５人）
・婦人保護施設　１施設　　（８人）
・母子生活支援施設　２施設　（１９人）

9,265 ○実施予定施設
・児童養護施設　１５施設　　(２４５人）
・乳児院　１施設　　（２４人）
・情緒障害児短期治療施設　１施設　（３０人）
・児童家庭支援センター　６施設　　（１５人）
・自立援助ホーム　２施設　（５人）
・ファミリーホーム　３施設　　（６人）
・婦人保護施設　１施設　　（５人）
・母子生活支援施設　２施設　（２２人）

児童家庭課

84 児童保護措置費 児童福祉法に基づき、民間の児童福祉施設等
に子どもや母子を措置したことにより要する施設
の人件費や入所者の生活費等を負担する。

児童養護施設１６施設（及び地域小規模児童養
護施設６施設）、乳児院４施設、ファミリーホーム
６施設、母子生活支援施設３施設、委託里親数
１５５組（年度末）に措置費を支出した。

4,565,037 既存施設を併せ、平成28年度開設する施設へ
の措置費の支出を実施する。

【新規開設施設】
情緒障害児短期治療施設（定員３０名）
地域小規模児童養護施設（定員６名）
ファミリーホーム（定員５名と６名の２施設）

児童家庭課

84 情緒障害児短期治療施
設開設支援事業

情緒障害児短期治療施設の整備を進める事業
者の負担軽減のため、補助の上乗せを行う。

情緒障害児短期治療施設の整備を進める事業
者の負担軽減のため、県独自の上乗せ補助制
度を創設し、補助を実施した。

38,550 児童家庭課

３　自立支援の充実 85 児童保護県単措置費 民間児童福祉施設等に係る生活費及び施設運
営費について、国の交付基準に加算して支弁す
る。

国の交付基準に加算して県単措置費を支出し
た。

・児童養護施設・乳児院の各月初日平均措置児
童数７９２名
・里親・ファミリーホーム年度末委託児童数２２４
名

84,492 国の交付基準に加算して県単措置費を支出す
る。

・情緒障害児短期治療施設を支弁対象に追加
・里親・ファミリーホーム委託児童数３１名増加

児童家庭課

85 身元保証人確保対策事
業

児童養護施設等を対処する子ども等の自立支
援を図るため、（福）全国社会福祉協議会による
身元保証人確保対策事業に要する経費の一部
を補助する。

就職児の身元保証７名
賃貸住宅等の賃借児の連帯保証８名

193 就職児の身元保証６名
賃貸住宅等の賃借児の連帯保証９名

児童家庭課

85 児童保護措置費【再掲】 児童福祉法に基づき、民間の児童福祉施設等
に子どもや母子を措置したことにより要する施設
の人件費や入所者の生活費等を負担する。

児童家庭課

85 児童保護措置費（自立援
助ホーム）【児童保護措
置費の一部】

児童福祉法に基づき、民間の児童福祉施設等
に子どもや母子を措置したことにより要する施設
の人件費や入所者の生活費等を負担する。

自立援助ホームに措置費を支出した。（５施設）

・各月初日平均措置児童数　１５名

85,310 自立援助ホームに措置費を支出する。

・１施設開設（定員６名）
・各月初日平均措置児童数を６名増加

児童家庭課

４　家庭支援及び地域支援の充
実

85 市町村等児童虐待相談
職員研修【再掲】

市町村職員等の資質向上、児童虐待の防止及
び支援システムの構築を効率的に行うため、児
童虐待関係業務担当者を対象とする研修を実施
する。

児童家庭課

５　子どもの権利擁護の推進 86 児童相談所職員派遣研
修【再掲】

児童相談所の体制強化を図るため、外部専門機
関の実施する各種研修等を受講する。

児童家庭課

86 養育里親研修・専門里親
研修【里親委託を推進す
る事業の一部再掲】

養育里親として必要な基礎的知識や技術の習
得のための講義、実習を行う。また、被虐待児等
の専門的なケアが必要な児童を受け入れる専門
里親を養成する研修を実施する。

○養育里親研修（新規認定・更新各２回、通算
399人）
○専門里親研修（新規認定・更新各１回、計9
人）

3,025 ○養育里親研修（新規認定・更新各２回、通算
460人）
○専門里親研修（新規認定・更新各１回、計12
人）

児童家庭課
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
H27決算額

（単位：千円）
H28実施計画 担当課・班

資料３

86 基幹的職員研修 施設に入所している子ども及びその家庭への支
援の質を確保するため、その担い手である施設
職員の専門性の向上を図り、計画的に育成する
ための体制の整備を図る。

○前期2日、後期2日、全4日実施
○受講者計18名、うち新規受講者12名

180 ○全4日間実施予定（2/2、2/3、2/23、3/6） 児童家庭課

86 児童保護措置費【再掲】 児童福祉法に基づき、民間の児童福祉施設等
に子どもや母子を措置したことにより要する施設
の人件費や入所者の生活費等を負担する。

児童家庭課

第３節
　ひとり親家庭の自立支援の推
進

１　子育て・生活支援 87 ひとり親家庭等日常生活
支援事業

ひとり親家庭等が、安心して子育てをしながら生
活することができる環境を整備するため、就学や
疾病等により一時的に家事援助、保育等のサー
ビスが必要となった際に、家庭生活支援員を派
遣し支援する。

実施市町村に対しての補助事業
（国１／２、県１／４、市町村１／４）
２６家庭に対し延べ４８８回支援

1,576 実施市町村に対しての補助事業
（国１／２、県１／４、市町村１／４）
約５０家庭に対し延べ９５０回支援

児童家庭課

87 ひとり親家庭等生活向上
事業

ひとり親家庭の親等が生活の中で直面する諸問
題の解決や児童の精神的安定を図るため、子ど
もを対象に学習支援等や親を対象とした生活相
談等を行う。

実施市町村に対しての補助事業
（国１／２、県１／４、市町村１／４）
１市に対し補助。

237 実施市町村に対しての補助事業
（国１／２、県１／４、市町村１／４）
３市に対し補助。

児童家庭課

２　就業支援 88 就業支援講習会事業 ひとり親家庭の親の就労支援のため、資格等を
取得するための就業支援講習会を実施する。

パソコン講習会４講座７１名受講
介護職員初任者研修１講座１５名受講

6,242 パソコン講習会２講座３６名受講予定
介護職員初任者研修２講座５４名受講予定

児童家庭課

88 母子家庭等自立支援給
付金事業

ひとり親家庭の親の就労をより効果的に促進す
るため、養成機関で修業する等、自主的に職業
能力の開発を行うひとり親家庭の親に対し給付
金を支給する。
（町村分に対して、県が実施。）

高等職業訓練促進給付金１２名 10,834 自立支援教育訓練給付金２名
高等職業訓練促進給付金７名
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業１２件

児童家庭課

88 ひとり親家庭等医療費等
助成事業

ひとり親家庭等の経済的氏負担と精神的不安の
軽減を図るため、市町村が行うひとり親家庭等
の医療費等助成事業に対して助成する。

対象者数31,884人 333,235 対象者数31,249人（予定） 児童家庭課

３　養育費確保支援 89 母子家庭等地域生活支
援事業

母子家庭等就業・支援センターに養育費専門の
相談員を配置し、相談を受け、養育費の取得率
の向上を図る。

延べ相談件数３６件 752 延べ相談件数３６件 児童家庭課

89 面会交流支援事業 民法改正法（H23．6月公布）で、協議離婚で定め
る「子の監護について必要な事項」として明示さ
れた親子の面会交流について、相談等を受け支
援する。

実施件数１件、事前相談件数２０件 73 実施件数約１５件 児童家庭課

４　経済的支援 90 児童扶養手当支給事業 児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同
じくしていない児童の生活の安定と自立の促進
に寄与するため手当を支給する。（町村分を県
が支給）

支給人数１，４２１人 660,526 支給人数約１，５００人 児童家庭課

90 母子父子寡婦福祉資金
の貸付

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子
家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図る
ため、修学資金等の貸付けを行う。

貸付件数232件 134,565 貸付件数232件 児童家庭課

90 ひとり親家庭等医療費等
助成事業【再掲】

ひとり親家庭等の経済的氏負担と精神的不安の
軽減を図るため、市町村が行うひとり親家庭等
の医療費等助成事業に対して助成する。

児童家庭課

５　支援体制の充実 91 管内自治体・福祉事務所
支援事業

母子・父子自立支援員等の専門性や資質の向
上を図るため研修を実施する。

平成２８年２月に研修会実施。 30 平成２９年３月に研修会実施予定。 児童家庭課
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
H27決算額

（単位：千円）
H28実施計画 担当課・班

資料３

第４節
　母性並びに乳児及び幼児等の
健康の確保及び推進

１　安心・安全な妊娠、出産、育
児のための切れ目ない妊産婦・
乳幼児保健対策の充実

92 母子保健指導事業 ・県内の母子保健体制の整備及び母子保健関
係職員の資質の向上を図るため、各種研修会を
開催

○県実施
・母子保健担当者会議（2回、128人）
・母子保健指導者研修会（1回、104人）

○健康福祉センター実施
・母子保健推進員研修会（10回、543人）
・新生児・妊産婦訪問指導員研修会（6回、192
人）
・その他研修会（3回、112人）
・保健所母子保健推進協議会（20回、374人）
・その他会議（29回、666人）

2805 H27同様に実施予定 児童家庭課

92 先天性代謝異常等検査
事業

先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症
等を新生児期に早期発見するためのスクリーニ
ング検査を実施し、将来の知的障害や突然死な
どを防止する

実施数38,684件、患者発見数39名 103357 H27同様に実施予定 児童家庭課

92 不妊相談センター事業 ・不妊に悩む方を対象に、不妊に関する相談や
不妊治療に関する情報提供等を、４健康福祉セ
ンター（松戸、印旛、長生、君津）で実施
・相談業務に従事する職員や特定不妊治療指定
医療機関職員の資質の向上を図るため研修会
を開催

○専門医師等による不妊相談
　４健康福祉センター（松戸、印旛、長生、君津）
　面接相談２４日　　電話相談４２日
　相談人員１４６人　相談件数３２２件
○医療従事者研修会（１回)
○不妊講演会
　松戸、印旛、長生、君津各健康福祉センター１
回ずつ開催

1019 H27同様に実施予定 児童家庭課

２　妊産婦や子どもの成長を見守
り、親子を孤立させない地域づく
りの推進

93 母子保健指導事業（再
掲）

・県内の母子保健体制の整備及び母子保健関
係職員の資質の向上を図るため、各種研修会を
開催

児童家庭課

３　子どもが主体的に取り組む健
康づくりの推進と次世代の健康を
育む保健対策の充実

94 思春期保健相談事業 思春期の子どもの心と身体の健全な育成を図る
ため、思春期特有の悩み相談や同世代の仲間
同士が悩みや知識を共有しあえる相談の場を設
け相談しやすい体制を整備する

・講演会（44回、2,923人）
・個別相談（39回、156人）
・思春期保健関係者会議（4回、120人）

1918 H27同様に実施予定 児童家庭課

第５節
　障害児施策の推進

１　障害のある子どものライフス
テージを通じた一貫した療育支援
体制の充実

95 障害児通所支援事業所
の指定

児童発達支援事業所、児童発達支援センター、
放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援
の事業所の拡充を図る

・児童発達支援事業所指定　 42件
・児童発達支援センター指定　5件
・放課後等デイサービス指定　67件
・保育所等訪問支援指定　　　15件

障害福祉課

２　障害のある子どもと家族への
在宅支援機能の強化

96 短期入所事業所の指定 障害のある子どもの家族のレスパイトに対応す
るため短期入所事業所の拡充を図る

・短期入所事業所指定　6件 障害福祉課

３　地域における相談支援体制
の充実

96 千葉県障害児等療育支
援事業

障害児（者）施設等の有する機能を活用し、在宅
障害児等に早期診断、適切な治療や訓練を実
施し、また、在宅障害児等やその家族に対して
適切な相談支援を実施することにより、障害の
軽減や基本的な生活能力の向上を図り、地域生
活における療育、相談支援体制の充実及び、在
宅障害児等やその家族の福祉の向上を図る

・訪問相談支援事業　705件
・訪問療育支援事業　992件
・外来相談支援事業  583件
・外来療育支援事業（個別）  22,823件
・外来療育支援事業（集団）  958件
・施設支援指導事業  647.5件

78,871 ・訪問相談支援事業
・訪問療育支援事業
・外来相談支援事業
・外来療育支援事業（個別）
・外来療育支援事業（集団）
・施設支援指導事業

障害福祉課

４　障害のある子ども一人一人が
十分に教育を受けられるための
取組の充実
　（１）幼稚園、小学校、中学校、
高等学校における特別支援教育
に関する研修

97 発達障害のある児童生
徒への指導・支援の充実
事業

○公立幼稚園、こども園研究協議会で特別支援
教育に関する講話を実施する。
○高等学校において「インクルーシブ教育システ
ムの構築」に関する研修会を実施する。

○公立幼稚園、こども園研究協議会での講話
　　　　　（１回　５０人）
○ティーチャーズ・トレーニング研修（５回　６２
人）
○高等学校への出前講座（２回　１００人）

279 ○公立幼稚園、こども園研究協議会での講話
　（１回以上）
○ティーチャーズ・トレーニング研修（５回）
○高等学校への出前講座（１回以上）
○「インクルーシブ教育システム研修会」（校長
層を対象に５会場で実施）

教育庁特別支援教育
課
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千葉県子ども・子育て支援事業支援計画　事業一覧表

　　　　　　　　　　　　計画の記載内容 頁 事業名 事業内容 H27実施結果
H27決算額

（単位：千円）
H28実施計画 担当課・班

資料３

　（１）保育所、認定こども園、放
課後児童クラブにおける特別支
援教育に関する研修

97 保育所保育士等研修事
業【再掲】

保育所保育士等に対して必要な知識・技術の習
得を図るため、各種研修を実施する。

○階層別研修
・保育所長研修会(1回、183人)
・主任保育士研修会(1回、100人）
・中堅保育士研修会（1回、124人）
・初級保育士研修会（1回、158人）
○専門分野別研修
・乳児保育・健康管理研修会（1回、173人）
・障害児保育担当者研修会（１回、109人）
・病児・病後児保育研修会（1回、58人）
・アレルギー研修会（1回、157人）
・子育て支援事業研修（1回、100人）
・新しい保育制度に関する研修会（1回、117人）

4,000
○階層別研修
・保育所長研修会(1回以上)
・主任保育士研修会(1回以上）
・中堅保育士研修会(1回以上）
・初級保育士研修会(1回以上）
○専門分野別研修
・乳児保育・健康管理研修会(1回以上）
・障害児保育担当者研修会(1回以上）
・病児・病後児保育研修会(1回以上）
・アレルギー研修会(1回以上）
・子育て支援事業研修(1回以上）
・新しい保育制度に関する研修会(1回以上）

子育て支援課

　（２）保健・医療などの関係機関
及び児童発達支援センター、発
達障害者支援センター（CAS）と
の連携

98 学校において、特別支援教育に関する職員研修
に外部専門家を招いて助言を受ける等、関係機
関との連携を図る。

○高等学校での発達障害者支援センター
（CAS）職員を外部講師とする研修会　（２回　５０
人）

○発達障害者支援センター（CAS）職員を外部講
師とする研修会またはケース会議　（１回以上）

教育庁特別支援教育
課

　（３）校内支援体制の充実（学校
における特別支援教育コーディ
ネーターの充実等）

98 発達障害のある児童生
徒への指導・支援の充実
事業

市町村教育委員会指導主事及び管理主事を対
象とした「インクルーシブ教育システム研修会」を
実施し、個別の教育支援計画の重要性及び校
内委員会における特別支援教育コーディネー
ターの重要性について重点的に説明する。

○インクルーシブ教育システム研修会（市町村
教育委員会指導主事及び管理主事を対象）
　　　（２回　６４人）

279 ○「インクルーシブ教育システム研修会」
　　（校長層を対象に５会場で実施）
＜個別の教育支援計画及び特別支援教育コー
ディネーターの重要性について、説明＞

教育庁特別支援教育
課

　（４）医療依存度が高く特別支援
学校への通学が困難な児童・生
徒に対する訪問教育

98 医療依存度が高く特別支援学校への通学が困
難な児童生徒への教育の充実を図るため、家
庭、病院、施設への訪問教育を実施する。

○公立特別支援学校における訪問教育
（２６校９２名）

○公立特別支援学校における訪問教育 教育庁特別支援教育
課

　（５）いじめや不登校の問題にか
かる関係・相談機関との連携によ
る支援

98 いじめ防止と適切な対応や生徒指導に関する諸
問題への対応に向けて関係機関と連携して取り
組むように、各種会議等の中で理解啓発を図
る。

○特別支援学校生徒指導主事連絡協議会（２
回）

○特別支援学校生徒指導主事連絡協議会（２
回）

教育庁特別支援教育
課

　（６）卒業後の進路にかかる就
労関係機関との連携

98 高等学校や特別支援学校の卒業後の進路につ
いて、個別の移行支援計画の作成及び活用を
図り、学校とハローワーク、就労支援施設、相談
支援事業所などの就労関係機関との各種会議
の中で情報共有する。

○特別支援学校就労支援コーディネーター連絡
協議会（４回）
○特別支援学校進路指導主事連絡協議会（２
回）

○特別支援学校就労支援コーディネーター連絡
協議会（４回）
○特別支援学校進路指導主事連絡協議会（２
回）

教育庁特別支援教育
課

５　障害のある子どもへの医療・
福祉サービスの充実

98 小児等在宅医療連携拠
点事業

医療的ケアが必要な障害児等及びその家族へ
の在宅支援の強化を図るため、訪問看護師等の
育成や相談支援専門員の育成を行う

・訪問看護師育成研修（4回、100人）
・喀痰吸引研修（2地域、18人）
・相談支援専門員研修（専門コース）（1回、67
人）

2,258 ・訪問看護師育成研修(4回）
・喀痰吸引研修（3地域）
・相談支援専門員研修（専門コース）（1回）

障害福祉課
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